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議 103 

議案第１０３号 

   尼崎市指定管理者選定委員会条例について 

 尼崎市指定管理者選定委員会条例を次のように制定する。 

  平成２５年９月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市指定管理者選定委員会条例 

（設置） 

第１条 本市が設置する公の施設（地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条第１項に規定する公の施設をいう。）のうち別表第１

に掲げる施設（以下「指定管理者対象施設」という。）の管理を行う

指定管理者（同法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をい

う。）の指定を受けるべき者（以下「指定管理者予定者」という。）

の選定に関する事項を調査審議させるため、市長（尼崎市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）が管理する指定管理者対象施設に係

るものにあっては、教育委員会。以下同じ。）の付属機関として、別

表第２に掲げる施設ごとに尼崎市指定管理者選定委員会（以下「委員

会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が

委嘱する。 

３ 委員は、指定管理者予定者の選定に関する事項の調査審議が終了し

たときは、解嘱されるものとする。  

（委員長）  

第３条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。  

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。  

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委

員長が指名する委員がその職務を代理する。 

（招集）  

第４条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 



 

議 103-2 

（会議）  

第５条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。  

（意見の聴取等）  

第６条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に

出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求める

ことができる。  

（委任）  

第７条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事

項は、委員長が委員会に諮って定める。  

   付 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（招集の特例）  

２ 最初に招集される委員会は、第４条の規定にかかわらず、市長が招

集する。  

（経過措置）  

３ この条例の施行の際現に尼崎市立身体障害者デイサービスセンター

指定管理者選定協議会設置要綱（以下「デイサービスセンター要綱」

という。）の規定により置かれている尼崎市立身体障害者デイサービ

スセンター指定管理者選定協議会（以下「選定協議会」という。）は、

第１条の規定により置かれた委員会（尼崎市立身体障害者デイサービ

スセンター（以下「デイサービスセンター」という。）に係るものに

限る。）とみなす。  

４ 前項の規定は、この条例の施行の際現に総合老人福祉センター指定

管理者選定委員会設置要綱（以下「総合老人福祉センター要綱」とい

う。）の規定により置かれている総合老人福祉センター指定管理者選

定委員会（以下「選定委員会」という。）について準用する。この場

合において、同項中「尼崎市立身体障害者デイサービスセンター（以

下「デイサービスセンター」とあるのは、「尼崎市立老人福祉センタ



 

議 103-3 

ー（総合老人福祉センターに限る。以下「総合老人福祉センター」と

読み替えるものとする。  

５ この条例の施行の際現にデイサービスセンター要綱の規定により選

定協議会の構成員として委嘱されている者は、第２条第２項の規定に

より委員会（デイサービスセンターに係るものに限る。）の委員とし

て委嘱された者とみなす。  

６ 前項の規定は、この条例の施行の際現に総合老人福祉センター要綱

の規定により選定委員会の委員として委嘱されている者について準用

する。この場合において、同項中「デイサービスセンターに」とある

のは、「総合老人福祉センターに」と読み替えるものとする。  



 

議 103-4 

別表第１  

１ 尼崎市立女性・勤労婦人センター 

２ 尼崎市立武庫地区会館（以下「武庫地区会館」という。） 

３ 尼崎市立小田地区会館（以下「小田地区会館」という。） 

４ 尼崎市立園田地区会館（以下「園田地区会館」という。） 

５ 尼崎市立大庄地区会館（以下「大庄地区会館」という。） 

６ 尼崎市立立花地区会館（以下「立花地区会館」という。） 

７ デイサービスセンター 

８ 総合老人福祉センター 

９ 尼崎市立すこやかプラザ 

１０ 尼崎市立青少年いこいの家 

１１ 本市が設置する市営住宅、改良住宅、コミュニティ住宅、再

開発住宅、従前居住者用住宅及び特定公共賃貸住宅（以下「市営

住宅等」という。）のうち市域の北部に存する施設として規則で

定める施設 

１２ 市営住宅等のうち市域の南部に存する施設として規則で定め

る施設 

１３ 尼崎市立富松住宅 

１４ 尼崎市立自動車駐車場 

１５ 尼崎市立ＪＲ尼崎駅南自転車駐車場、尼崎市立ＪＲ尼崎駅北

自転車駐車場及び尼崎市立ＪＲ尼崎駅北原動機付自転車駐車場

（以下「自転車等駐車場」という。） 

１６ 橘公園、小田南公園、西向島公園及び猪名川公園並びに尼崎

市立魚つり公園（軟式野球場及び多目的運動広場に限る。）（以

下「橘公園等」という。） 

１７ 尼崎市立魚つり公園（魚釣施設及び駐車場に限る。以下「魚

釣施設等」という。） 

１８ 尼崎市立北図書館 

１９ 尼崎市立美方高原自然の家 

備考 第１１項、第１２項及び第１５項から第１７項までに掲げる施設



 

議 103-5 

は、これらの項ごとに一の指定管理者対象施設とみなす。 

別表第２ 

１ 尼崎市立女性・勤労婦人センター 

２ 武庫地区会館、小田地区会館、園田地区会館、大庄地区会館及

び立花地区会館 

３ デイサービスセンター 

４ 総合老人福祉センター 

５ 尼崎市立すこやかプラザ 

６ 尼崎市立青少年いこいの家 

７ 市営住宅等 

８ 尼崎市立富松住宅 

９ 尼崎市立自動車駐車場 

１０ 自転車等駐車場 

１１ 橘公園等 

１２ 魚釣施設等 

１３ 尼崎市立北図書館 

１４ 尼崎市立美方高原自然の家 

備考 第２項、第７項及び第１０項から第１２項までに掲げる施設は、

これらの項ごとに一の施設とみなす。 

 

 

 

（説 明）  

尼崎市指定管理者選定委員会を設置するため、条例制定が必要であ

ることから、本案を提出する。  



 



議 104 

議案第１０４号  

   尼崎市事務事業点検委員会条例について  

 尼崎市事務事業点検委員会条例を次のように制定する。  

  平成２５年９月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市事務事業点検委員会条例  

（設置）  

第１条 本市が実施する事務事業の必要性、実施方法等（以下「本市事

務事業の必要性等」という。）を調査審議させるため、市長の付属機

関として、尼崎市事務事業点検委員会（以下「委員会」という。）を

置く。  

（組織）  

第２条 委員会は、委員１２人以内で組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

  学識経験者  

  市民の代表者  

３ 委員は、本市事務事業の必要性等の調査審議が終了したときは、解

嘱されるものとする。  

（委員長及び副委員長）  

第３条 委員会に委員長及び副委員長を置く。  

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。  

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。  

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長

が欠けたときは、その職務を代理する。  

（招集）  

第４条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。  

（会議）  

第５条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。  

（部会）  
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第６条 委員会は、必要に応じ、その所掌事項を分掌させるため、部会

を置くことができる。  

２ 部会は、委員長が指名する委員で組織する。  

３ 部会に部会長を置き、部会長は、その部会に属する委員のうちから

委員長が指名する。  

４ 第３条第３項及び前２条の規定は、部会について準用する。この場

合において、前条中「、委員」とあるのは、「、部会に属する委員」

と読み替えるものとする。  

（意見の聴取等）  

第７条 委員会及び部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者

を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出

を求めることができる。  

（委任）  

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事

項は、委員長が委員会に諮って定める。  

   付 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（招集の特例）  

２ 最初に招集される委員会は、第４条の規定にかかわらず、市長が招

集する。  

（この条例の失効）  

３ この条例は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。  

 

 

 

（説 明）  

  尼崎市事務事業点検委員会を設置するため、条例制定が必要である

ことから、本案を提出する。  



議 105 

議案第１０５号  

   尼崎市防災会議条例の一部を改正する条例について  

 尼崎市防災会議条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

  平成２５年９月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市防災会議条例の一部を改正する条例  

 尼崎市防災会議条例（昭和３８年尼崎市条例第１１号）の一部を次の

ように改正する。  

 第３条第２項第８号中「第５条第２項」を「第２条の２第２号」に改

める。  

 第４条第２項中「補欠」を「委員の辞任等により後任の委員を委嘱し、

又は任命する場合における当該後任」に、「前任者」を「前任の委員」

に改める。  

 第５条の見出しを「（会長）」に改め、同条第３項中「とき」の次に

「又は会長が欠けたとき」を加え、「会長の」を「会長が」に改める。  

 第９条第２項中「会長の」を「会長が」に改め、同条第３項中「、部

会に」を「、その部会に」に改め、同条第４項中「、第７条並びに前

条」を「並びに前２条」に、「同条第１項」を「前条第１項」に改める。  

   付 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

（説 明）  

  災害対策基本法等の一部を改正する法律（平成２５年法律第５４

号）の施行に伴い、条例改正が必要であることから、本案を提出する。  
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議案第１０６号 

尼崎市入札監視委員会条例について 

尼崎市入札監視委員会条例を次のように制定する。 

平成２５年９月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市入札監視委員会条例 

（この条例の趣旨） 

第１条  この条例は、尼崎市入札監視委員会（以下「委員会」とい

う。）の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１

２年法律第１２７号）の趣旨を踏まえ、次の各号に掲げる事項を調査

審議させるため、市長の付属機関として、委員会を置く。 

  本市が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００

号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。）（以下「建設工

事」という。）の請負（市長が別に定めるものに限る。以下「工事

請負」という。）に係る一般競争入札（以下この号において「一般

競争入札」という。）に参加する者に必要な資格の設定及び確認、

工事請負に係る指名競争入札（以下この号において「指名競争入

札」という。）に参加することができる者の指名、一般競争入札及

び指名競争入札（以下「一般競争入札等」という。）における落札

者の決定その他工事請負に係る契約（以下「工事請負契約」とい

う。）の締結手続に関すること（次号に掲げるものを除く。）。 

  一般競争入札等の手続その他工事請負契約の締結手続に関する事

項で市長が別に定めるもの及び建設工事の成績の評定内容について

申し立てられた苦情への対応に関すること。 

  前２号に掲げるもののほか、本市が施行する一般競争入札及び指

名競争入札並びに本市が締結する契約に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員４人以内で組織する。 
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２ 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が

委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任することを妨げない。 

２ 委員の辞任等により後任の委員を委嘱する場合における当該後任の

委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委

員長が指名する委員がその職務を代理する。 

（招集） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

（会議） 

第７条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。 

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の

ときは、委員長の決するところによる。 

３ 委員は、自己又はその配偶者若しくは３親等以内の親族の利害に関

係する議事に参与することができない。 

（意見の聴取等） 

第８条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に

出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求める

ことができる。  

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事

項は、委員長が委員会に諮って定める。  

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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（招集の特例） 

２ 最初に招集される委員会は、第６条の規定にかかわらず、市長が招

集する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に尼崎市入札監視委員会の設置等に関する要

綱（以下「要綱」という。）の規定により置かれている尼崎市入札監

視委員会（以下「旧委員会」という。）は、第２条の規定により置か

れた委員会とみなす。 

４ この条例の施行の際現に要綱の規定により旧委員会の委員として委

嘱されている者は、第３条第２項の規定により委員会の委員として委

嘱された者とみなす。 

 

 

 

（説 明） 

  尼崎市入札監視委員会を設置するため、条例制定が必要であること

から、本案を提出する。 
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議案第１０７号 

   尼崎市市税条例の一部を改正する条例について 

 尼崎市市税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成２５年９月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市市税条例の一部を改正する条例 

 尼崎市市税条例（昭和２５年尼崎市条例第６１号）の一部を次のよう

に改正する。 

目次中「第７３条の４」を「第７３条の５」に改める。 

第２５条第２項中「又は」を「若しくは」に改め、「掲げる寄附金」

の次に「又は租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１

８の２第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金（市内に主たる

事務所を有する認定特定非営利活動法人等（同条第１項に規定する認定

特定非営利活動法人等をいう。）で市長が指定するものに対して支出す

るものに限る。）」を加え、「当該寄附金」を「これらの寄附金」に、

「同項及び同条第２項」を「法第３１４条の７第１項及び第２項」に改

める。 

第３３条の８第５項中「（昭和３２年法律第２６号）」を削る。 

附則第９項の見出し中「固定資産税」を「固定資産税等」に改め、附

則第２９項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（延滞金の割合

の特例）」を付し、同項を次のように改める。 

２９ 当分の間、第１３条第１項に規定する延滞金の年１４．６パーセ

ントの割合及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかかわら

ず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法第９３条第

２項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下この項及び次項において同じ。）が年７．３パーセ

ントの割合に満たない場合には、その年（以下この項及び次項におい

て「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６パー

セントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割

合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセ
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ントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加

算した割合（当該割合が年７．３パーセントの割合を超える場合は、

年７．３パーセントの割合）とする。 

附則第４９項を附則第５０項とし、附則第４８項中「附則第４６項」

を「附則第４７項」に改め、同項を附則第４９項とし、附則第４７項を

附則第４８項とし、附則第４６項を附則第４７項とし、附則第４５項中

「附則第４３項」を「附則第４４項」に改め、同項を附則第４６項とし、

附則第３９項から附則第４４項までを１項ずつ繰り下げ、附則第３８項

中「附則第３６項」を「附則第３７項」に改め、同項を附則第３９項と

し、附則第３１項から附則第３７項までを１項ずつ繰り下げ、附則第３

０項中「日本銀行法」の次に「（平成９年法律第８９号）」を加え、同

項を附則第３１項とし、附則第２９項の次に次の１項を加える。 

３０ 当分の間、第３３条の１３第１項及び第２項に規定する延滞金の

年７．３パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、特例基準

割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準

割合とする。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。ただし、目次及び

附則第９項の見出しの改正規定は、公布の日から施行する。 

（延滞金に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の尼崎市市税条例（以下「改正後の条例」と

いう。）附則第２９項及び第３０項の規定は、延滞金のうちこの条例

の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間

に対応するものについては、なお従前の例による。 

（市民税に関する経過措置） 

３ 改正後の条例第２５条第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務

者が平成２５年１月１日以後に支出する同項の寄附金について適用す

る。 
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（説 明） 

  地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）の制定等

に伴い、条例改正が必要であることから、本案を提出する。 
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議案第１０８号  

   尼崎市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例等の一部  

   を改正する条例について  

 尼崎市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例等の一部を改正す

る条例を次のように制定する。  

  平成２５年９月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例等の一部  

   を改正する条例  

（尼崎市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例の一部改正）  

第１条 尼崎市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例（昭和３１

年尼崎市条例第９号）の一部を次のように改正する。  

  付則第６項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（延滞金の

割合の特例）」を付し、同項を次のように改める。  

６ 当分の間、第３条第１項に規定する延滞金の年１４．６パーセン

トの割合及び同項ただし書に規定する延滞金の年７．３パーセント

の割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該

年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第

２項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合を加算し

た割合をいう。以下同じ。）が年７．３パーセントの割合に満たな

い場合には、その年（以下この項において「特例基準割合適用年」

という。）中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては

当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセン

トの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあって

は当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該

割合が年７．３パーセントの割合を超える場合は、年７．３パーセ

ントの割合）とする。 

 付則に次の１項を加える。 

７ 当分の間、第３条第１項に規定する延滞金の年１４．５パーセン

トの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年７．
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２パーセントの割合に満たない場合には、その年（以下「特例基準

割合適用年」という。）中においては、当該特例基準割合適用年に

おける特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合と

する。 

（尼崎市国民健康保険条例の一部改正） 

第２条 尼崎市国民健康保険条例（昭和３４年尼崎市条例第８号）の一

部を次のように改正する。  

  付則第１４項を次のように改める。  

（延滞金の割合の特例）  

１４ 当分の間、第２３条第１項に規定する延滞金の年１４．６パー

セントの割合及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかか

わらず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法第９

３条第２項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合を

加算した割合をいう。以下同じ。）が年７．３パーセントの割合に

満たない場合には、その年（以下「特例基準割合適用年」とい

う。）中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては当該

特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの

割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当

該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該割合

が年７．３パーセントの割合を超える場合は、年７．３パーセント

の割合）とする。  

（尼崎市介護保険条例の一部改正）  

第３条 尼崎市介護保険条例（平成１２年尼崎市条例第２２号）の一部

を次のように改正する。  

  付則第１４項を次のように改める。  

（延滞金の割合の特例）  

１４ 当分の間、第１１条第１項に規定する延滞金の年１４．６パー

セントの割合及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかか

わらず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割
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合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が

年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年（以下「特

例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６パーセン

トの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合

に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセ

ントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を

加算した割合（当該割合が年７．３パーセントの割合を超える場合

は、年７．３パーセントの割合）とする。  

（尼崎市後期高齢者医療に関する条例の一部改正）  

第４条 尼崎市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年尼崎市条例第

８号）の一部を次のように改正する。  

  付則第４項を次のように改める。  

（延滞金の割合の特例）  

４ 当分の間、第７条第１項に規定する延滞金の年１４．６パーセン

トの割合及び年７．３パーセントの割合は、同項の規定にかかわら

ず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された割合に

年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年７．

３パーセントの割合に満たない場合には、その年（以下「特例基準

割合適用年」という。）中においては、年１４．６パーセントの割

合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．

３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割

合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した

割合（当該割合が年７．３パーセントの割合を超える場合は、年７．

３パーセントの割合）とする。 

付 則 

（施行期日）  

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ 第１条の規定による改正後の尼崎市税外収入金の督促及び滞納処分
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に関する条例付則第６項及び第７項の規定、第２条の規定による改正

後の尼崎市国民健康保険条例付則第１４項の規定、第３条の規定によ

る改正後の尼崎市介護保険条例付則第１４項の規定並びに第４条の規

定による改正後の尼崎市後期高齢者医療に関する条例付則第４項の規

定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものに

ついて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の

例による。  

 

 

 

（説 明）  

  延滞金の割合の特例を見直すため、条例改正が必要であることから、

本案を提出する。  
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議案第１０９号 

   尼崎市立学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する 

   条例について 

 尼崎市立学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

  平成２５年９月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

 尼崎市立学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する 

   条例 

尼崎市立学校の設置及び管理に関する条例（昭和３９年尼崎市条例第

２６号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

「 

尼崎市立難波小学校 尼崎市東難波町４丁目３番４０号 

尼崎市立北難波小学校 尼崎市西難波町６丁目１４番５７号 

尼崎市立梅香小学校 尼崎市東難波町２丁目１４番４４号 

を 

                              」 

「 

尼崎市立難波小学校 尼崎市東難波町４丁目３番４０号 

尼崎市立難波の梅小学校 尼崎市東難波町２丁目１４番４４号 
に 

                              」 

改める。 

付 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

 

（説 明） 

  北難波小学校と梅香小学校を統合し、難波の梅小学校を設置するた

め、条例改正が必要であることから、本案を提出する。 
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議案第１１０号 

   尼崎市学校給食調理業務委託業者選定委員会条例について 

 尼崎市学校給食調理業務委託業者選定委員会条例を次のように制定す

る。 

  平成２５年９月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市学校給食調理業務委託業者選定委員会条例 

（設置） 

第１条 本市が設置する小学校及び特別支援学校における給食の実施に

必要な調理業務の委託契約の相手方となるべき事業者（以下「委託業

者」という。）の選定に関する事項を調査審議させるため、尼崎市教

育委員会（以下「教育委員会」という。）の付属機関として、尼崎市

学校給食調理業務委託業者選定委員会（以下「委員会」という。）を

置く。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は

任命する。 

  学識経験者 

  児童又は生徒の保護者の代表者 

  校長 

３ 委員は、委託業者の選定に関する事項の調査審議が終了したときは、

解嘱され、又は解任されるものとする。 

（委員長）  

第３条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。  

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。  

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委

員長が指名する委員がその職務を代理する。 

（招集）  

第４条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 
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（会議）  

第５条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。  

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の

ときは、委員長の決するところによる。  

（意見の聴取等）  

第６条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に

出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求める

ことができる。  

（委任）  

第７条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事

項は、委員長が委員会に諮って定める。  

   付 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（招集の特例）  

２ 最初に招集される委員会は、第４条の規定にかかわらず、教育委員

会が招集する。  

 

 

 

（説 明）  

尼崎市学校給食調理業務委託業者選定委員会を設置するため、条例

制定が必要であることから、本案を提出する。  



議 111 

議案第１１１号 

   尼崎市指定地域密着型サービス事業者等選定委員会条例につ 

   いて 

 尼崎市指定地域密着型サービス事業者等選定委員会条例を次のように

制定する。 

  平成２５年９月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市指定地域密着型サービス事業者等選定委員会条例 

（設置） 

第１条 次に掲げる者の選定に関する事項を調査審議させるため、市長

の付属機関として、尼崎市指定地域密着型サービス事業者等選定委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

  介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第

４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定

（法第１１７条第１項の規定により定められた尼崎市介護保険事業

計画に基づくものに限る。以下同じ。）を受けるべき事業者 

  法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者の指定を受けるべき事業者 

（組織） 

第２条 委員会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が

委嘱する。 

（任期）  

第３条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任することを妨げない。 

２ 委員の辞任等により後任の委員を委嘱する場合における当該後任の

委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委   
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員長が指名する委員がその職務を代理する。  

（招集） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に

出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求める

ことができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事

項は、委員長が委員会に諮って定める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（招集の特例） 

２ 最初に招集される委員会は、第５条の規定にかかわらず、市長が招

集する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に尼崎市地域密着型サービス事業者選定委員

会設置要綱（以下「要綱」という。）の規定により置かれている尼崎

市地域密着型サービス事業者選定委員会（以下「旧委員会」とい

う。）は、第１条の規定により置かれた委員会とみなす。 

４ この条例の施行の際現に要綱の規定により旧委員会の委員として委

嘱されている者は、第２条第２項の規定により委員会の委員として委

嘱された者とみなす。 
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（説 明） 

  尼崎市指定地域密着型サービス事業者等選定委員会を設置するため、

条例制定が必要であることから、本案を提出する。  



 



議 112 

議案第１１２号 

   尼崎市特別養護老人ホーム設置法人等選定委員会条例につい 

   て 

 尼崎市特別養護老人ホーム設置法人等選定委員会条例を次のように制

定する。 

  平成２５年９月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市特別養護老人ホーム設置法人等選定委員会条例 

（設置） 

第１条 次の各号に掲げる者の選定に関する事項を調査審議させるため、

市長の付属機関として、尼崎市特別養護老人ホーム設置法人等選定委

員会（以下「委員会」という。）を置く。 

  介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第

４８条第１項第１号に規定する指定介護老人福祉施設の指定（法第

１１７条第１項の規定により定められた尼崎市介護保険事業計画に

基づくものに限る。以下同じ。）を受けるべき特別養護老人ホーム

（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５に規定す

る特別養護老人ホームをいう。）を設置する法人 

  法第８条第１１項に規定する特定施設入居者生活介護に係る指定

居宅サービス事業者（法第４１条第１項に規定する指定居宅サービ

ス事業者をいう。）の指定を受けるべき事業者 

  法第８条の２第１１項に規定する介護予防特定施設入居者生活介

護に係る指定介護予防サービス事業者（法第５３条第１項に規定す

る指定介護予防サービス事業者をいう。）の指定を受けるべき事業

者 

（組織） 

第２条 委員会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が

委嘱する。 

（任期） 
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第３条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任することを妨げない。 

２ 委員の辞任等により後任の委員を委嘱する場合における当該後任の

委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委

員長が指名する委員がその職務を代理する。 

（招集） 

第５条  委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に

出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求める

ことができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事

項は、委員長が委員会に諮って定める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（招集の特例） 

２ 最初に招集される委員会は、第５条の規定にかかわらず、市長が招

集する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に尼崎市特別養護老人ホーム等整備法人選定

委員会設置要綱（以下「要綱」という。）の規定により置かれている

尼崎市特別養護老人ホーム等整備法人選定委員会（以下「旧委員会」  
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という。）は、第１条の規定により置かれた委員会とみなす。  

４ この条例の施行の際現に要綱の規定により旧委員会の委員として委

嘱されている者は、第２条第２項の規定により委員会の委員として委

嘱された者とみなす。 

 

 

 

（説 明） 

  尼崎市特別養護老人ホーム設置法人等選定委員会を設置するため、

条例制定が必要であることから、本案を提出する。  
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議案第１１３号 

尼崎市養護老人ホーム入所等判定委員会条例について 

尼崎市養護老人ホーム入所等判定委員会条例を次のように制定する。 

平成２５年９月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市養護老人ホーム入所等判定委員会条例  

（設置）  

第１条  老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法」とい

う。）第１１条第１項の規定により本市が講ずべき養護老人ホーム

（法第２０条の４に規定する養護老人ホームをいう。）への入所の措

置その他の措置の要否について審査させるため、市長の付属機関とし

て、尼崎市養護老人ホーム入所等判定委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。  

（組織）  

第２条 委員会は、委員６人以内で組織する。  

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命す

る。  

   医師  

   法第５条の３に規定する老人福祉施設の長  

   介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１項

に規定する地域包括支援センターの長  

   本市関係職員  

（任期）  

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任することを妨げない。  

２ 委員の辞任等により後任の委員を委嘱し、又は任命する場合におけ

る当該後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。  

（委員長）  

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。  

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。  

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委
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員長が指名する委員がその職務を代理する。  

（招集）  

第５条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。  

（会議）  

第６条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。  

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の

ときは、委員長の決するところによる。  

（意見の聴取等）  

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に

出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求める

ことができる。  

（委任）  

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事

項は、委員長が委員会に諮って定める。  

   付 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（招集の特例）  

２ 最初に招集される委員会は、第５条の規定にかかわらず、市長が招

集する。  

（経過措置）  

３ この条例の施行の際現に尼崎市養護老人ホーム入所等判定委員会設

置要綱（以下「要綱」という。）の規定により置かれている尼崎市養

護老人ホーム入所等判定委員会（以下「旧委員会」という。）は、第

１条の規定により置かれた委員会とみなす。  

４ この条例の施行の際現に要綱の規定により旧委員会の委員として委

嘱され、又は任命されている者は、第２条第２項の規定により委員会

の委員として委嘱され、又は任命された者とみなす。  
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（説 明）  

  尼崎市養護老人ホーム入所等判定委員会を設置するため、条例制定

が必要であることから、本案を提出する。  

 



 



議 114 

議案第１１４号 

尼崎市小児慢性特定疾患対策協議会条例について 

尼崎市小児慢性特定疾患対策協議会条例を次のように制定する。 

  平成２５年９月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市小児慢性特定疾患対策協議会条例 

（設置）  

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の規定

により本市が行う小児慢性特定疾患（同条に規定する厚生労働大臣が

定める慢性疾患をいう。以下同じ。）の治療方法の研究その他必要な

研究に資する事業の実施に必要な事項を調査審議させるため、市長の

付属機関として、尼崎市小児慢性特定疾患対策協議会（以下「協議

会」という。）を置く。  

（組織）  

第２条 協議会は、委員５人以内で組織する。  

２ 委員は、小児慢性特定疾患に関し専門的知識を有する医師のうちか

ら市長が委嘱し、又は任命する。  

（任期）  

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任することを妨げない。  

２ 委員の辞任等により後任の委員を委嘱し、又は任命する場合におけ

る当該後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。  

（会長）  

第４条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。  

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。  

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が

指名する委員がその職務を代理する。  

（招集）  

第５条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。  

（会議）  

第６条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くこと
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ができない。  

２ 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の

ときは、会長の決するところによる。  

（意見の聴取等）  

第７条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に

出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求める

ことができる。  

（委任）  

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事

項は、会長が協議会に諮って定める。  

   付 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（招集の特例）  

２ 最初に招集される協議会は、第５条の規定にかかわらず、市長が招

集する。  

（経過措置）  

３ この条例の施行の際現に尼崎市小児慢性特定疾患対策協議会要綱

（以下「要綱」という。）の規定により置かれている尼崎市小児慢性

特定疾患対策協議会（以下「旧協議会」という。）は、第１条の規定

により置かれた協議会とみなす。  

４ この条例の施行の際現に要綱の規定により旧協議会の委員として委

嘱され、又は任命されている者は、第２条第２項の規定により協議会

の委員として委嘱され、又は任命された者とみなす。  

 

 

 

（説 明）  

尼崎市小児慢性特定疾患対策協議会を設置するため、条例制定が必

要であることから、本案を提出する。  



議 115 

議案第１１５号 

   尼崎市提案型事業委託制度審査会条例について 

 尼崎市提案型事業委託制度審査会条例を次のように制定する。 

  平成２５年９月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市提案型事業委託制度審査会条例 

（設置） 

第１条 本市がその事務事業の事業者等への委託の提案（以下「事業委

託提案」という。）を受けた場合における当該事業委託提案の内容を

審査させるため、市長の付属機関として、尼崎市提案型事業委託制度

審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審査会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

  学識経験者 

  本市関係職員 

３ 委員は、事業委託提案の内容の審査が終了したときは、解嘱され、

又は解任されるものとする。  

４ 第２項の委員のほか、必要があるときは、審査会に臨時委員を置く

ことができる。 

５ 臨時委員は、第２項各号に掲げる者のうちから市長が会長の意見を

聴いて委嘱し、又は任命する。 

６ 第３項の規定は、臨時委員について準用する。 

（会長） 

第３条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が

指名する委員がその職務を代理する。 

（招集） 

第４条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。 



議 115-2 

（会議） 

第５条 審査会は、委員（臨時委員を含む。以下同じ。）の半数以上が

出席しなければ、会議を開くことができない。 

（部会） 

第６条 審査会は、必要に応じ、その所掌事項を分掌させるため、部会

を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員で組織する。 

３ 部会に部会長を置き、部会長は、その部会に属する委員のうちから

会長が指名する。 

４ 第３条第２項及び第３項並びに前２条の規定は、部会について準用

する。この場合において、第３条第３項中「あらかじめ」とあるのは

「あらかじめその部会に属する委員のうちから」と、前条中「、委

員」とあるのは「、部会に属する委員」と読み替えるものとする。 

５ 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の

議決とすることができる。 

（意見の聴取等） 

第７条 審査会及び部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者

を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出

を求めることができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事

項は、会長が審査会に諮って定める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（招集の特例） 

２ 最初に招集される審査会は、第４条の規定にかかわらず、市長が招

集する。 

 

 



議 115-3 

（説 明）  

尼崎市提案型事業委託制度審査会を設置するため、条例制定が必要

であることから、本案を提出する。  

 



 



 

 その他 



 



議 116 

議案第１１６号 

物件の買入れについて 

物件を次のとおり買い入れるため、議決を求める。 

平成２５年９月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 買入れの目的  現行使用しているアナログ波の使用期限が、平成

２８年５月３１日までとなったことに伴い、計

画的に消防救急デジタル無線システムの整備を

行うため。 

２ 買入れの物件  消防救急デジタル無線システム 

３ 買入れの方法  指名競争入札 

４ 買入れの金額  ７０８，７５０，０００円 

５ 買入れの相手方 神戸市中央区東町１２６番地 

           日本電気株式会社 神戸支社 

            神戸支社長 谷 口  充 

 

 

 

（説 明） 

  消防救急デジタル無線システムを買い入れるため、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、

本案を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



議 117 

議案第１１７号  

   工事請負契約について  

 大島小学校北棟改築等工事請負契約を次のとおり締結するため、議決

を求める。  

  平成２５年９月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  大島小学校北棟改築等工事請負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市稲葉荘２丁目１０番７号  

         工事概要 北棟改築等工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  １，０６２，６００，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市杭瀬北新町１丁目５番１１号  

          宮崎・苅田特別共同企業体  

           代表者 宮崎建設株式会社  

            代表取締役 宮 崎 俊 二  

 

 

 

（説 明）  

  大島小学校北棟改築等工事を施行するため、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、本案

を提出する。  



議 117-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

建 築  

北棟改築工事  

鉄筋コンクリート造り ４階建て １棟  

敷地面積 １３，３７６．６２平方メートル  

 建築面積  １，７０９．１７平方メートル  

 延べ面積  ５，３８６．４６平方メートル  

（主な諸室）  

普通教室、特別教室（理科教室、音楽教室、図画工

作教室、家庭教室、コンピュータ教室、図書室）、管理

諸室、多目的スペース 

 体育館耐震補強工事  

  鉄筋コンクリート造り(一部鉄骨造り) ２階建て １棟

  延べ面積  ８７６平方メートル  

  主な工法  鉄骨梁補強  

既存校舎等解体工事（北棟、機械室棟等）  

既存校舎改修工事（東棟、西棟、給食室棟）  

 屋外付帯工事（外構等）  

 

 



議 118 

議案第１１８号  

   工事請負契約について  

 立花小学校校舎棟改築等工事請負契約を次のとおり締結するため、議

決を求める。  

  平成２５年９月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  立花小学校校舎棟改築等工事請負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市栗山町２丁目２６番１号  

         工事概要 校舎棟改築等工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  １，７３６，０７０，０００円  

５ 契約の相手方 神戸市中央区八幡通３丁目１番１４号  

          淺沼・サージ・コア共同企業体  

           代表者 株式会社淺沼組神戸支店  

            支店長 芦 田  造  

 

 

 

（説 明）  

  立花小学校校舎棟改築等工事を施行するため、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、本

案を提出する。  



議 118-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

建 築  

校舎棟改築工事  

鉄筋コンクリート造り ３階建て １棟  

敷地面積 １８，３３０．４３平方メートル  

 建築面積  ３，６９２．０２平方メートル  

 延べ面積  ８，５５６．５４平方メートル  

（主な諸室）  

普通教室、特別教室（理科教室、生活教室、音楽教

室、図画工作教室、家庭教室、視聴覚教室等）、管理諸

室、給食室、多目的スペース 

 体育館耐震補強工事  

  鉄筋コンクリート造り(一部鉄骨造り) ２階建て １棟

  延べ面積  ８９１平方メートル  

  主な工法  鉄骨屋根補強  

既存校舎等解体工事（南棟、北西棟、給食室棟等）  

 屋外付帯工事（グラウンド整備、外構等）  

 

 



議 119 

議案第１１９号  

   工事請負契約について  

 立花小学校校舎棟改築等工事のうち電気設備工事請負契約を次のとお

り締結するため、議決を求める。  

  平成２５年９月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  立花小学校校舎棟改築等工事のうち電気設備工事請

負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市栗山町２丁目２６番１号  

         工事概要 電気設備工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  ３４４，４００，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市西難波町２丁目１９番２１号  

          株式会社小川電設  

           代表取締役 小 川  元  

 

 

 

（説 明）  

 立花小学校校舎棟改築等工事のうち電気設備工事を施行するため、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により、本案を提出する。  



議 119-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

電 気  

電気設備工事  

  受変電設備工事               一式  

  幹線設備工事                一式  

  動力・電灯設備工事             一式  

  弱電設備工事                一式  

  太陽光発電設備工事             一式  

  体育館耐震補強工事に係る電気設備工事    一式  

  屋外電気設備工事              一式  

 

 

 

 

 



議 120 

議案第１２０号  

   工事請負契約について  

 立花小学校校舎棟改築等工事のうち機械設備工事請負契約を次のとお

り締結するため、議決を求める。  

  平成２５年９月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  立花小学校校舎棟改築等工事のうち機械設備工事請

負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市栗山町２丁目２６番１号  

         工事概要 機械設備工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  ２６０，６１０，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市椎堂１丁目２番６号  

          三協設備株式会社  

           代表取締役 永 井 俊 彦  

 

 

 

（説 明）  

 立花小学校校舎棟改築等工事のうち機械設備工事を施行するため、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により、本案を提出する。  



議 120-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

機 械  

機械設備工事 

  空調設備工事                一式 

  換気設備工事                一式 

  衛生器具設備工事              一式 

  給水設備工事                一式 

  排水設備工事                一式 

  給湯設備工事                一式 

  消火設備工事                一式 

 



議 121 

議案第１２１号  

   工事請負契約について  

 名和小学校北棟改築等工事・名和こどもクラブ棟新築工事請負契約を

次のとおり締結するため、議決を求める。  

  平成２５年９月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  名和小学校北棟改築等工事及び名和こどもクラブ棟

新築工事請負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市名神町３丁目１番５１号  

         工事概要 北棟改築等工事及びこどもクラブ棟新築

工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  ７１１，５８５，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市塚口町１丁目１０番地の５  

          株式会社吉川組  

代表取締役 吉 川 壽 一  

 

 

 

（説 明）  

  名和小学校北棟改築等工事・名和こどもクラブ棟新築工事を施行す

るため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により、本案を提出する。  



議 121-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

建 築  

名和小学校北棟改築等工事  

北棟改築工事  

鉄筋コンクリート造り ３階建て １棟  

敷地面積 １５，２９３．４１平方メートル  

 建築面積    ９５６．５１平方メートル  

 延べ面積  ２，８３５．５３平方メートル  

（主な諸室）  

普通教室、特別教室（理科教室、生活教室、音楽教

室、図画工作教室、家庭教室、視聴覚教室、図書室）、

多目的スペース 

 体育館耐震補強工事  

  鉄筋コンクリート造り(一部鉄骨造り) ２階建て １棟

  延べ面積  ８９０平方メートル  

  主な工法  鉄骨屋根補強  

既存校舎等解体工事（北棟等）  

既存校舎改修工事（南棟、東棟）  

 屋外付帯工事（外構等）  

 その他工事（昇降機棟増築）  

名和こどもクラブ棟新築工事  

 こどもクラブ棟新築工事  

  鉄骨造り 平屋建て １棟  

  建築面積  ９９．５６平方メートル  

  延べ面積  ９９．５６平方メートル  

（主な諸室）  

こどもクラブ室 

 屋外付帯工事（外構等）  

 



議 122 

議案第１２２号  

   工事請負契約について  

 塚口中学校北西棟改築等工事請負契約を次のとおり締結するため、議

決を求める。  

  平成２５年９月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  塚口中学校北西棟改築等工事請負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市富松町４丁目３１番１号  

         工事概要 北西棟改築等工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  １，２１３，８００，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市玄番南之町４番地  

          柄谷・カラタニエンジニアリング共同企業体  

           代表者 株式会社柄谷工務店  

            代表取締役 柄 谷 順 一 郎  

 

 

 

（説 明）  

  塚口中学校北西棟改築等工事を施行するため、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、本

案を提出する。  



議 122-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

建 築  

北西棟改築工事  

鉄筋コンクリート造り ４階建て (一部５階建て ) １棟  

敷地面積 ２１，４８９．４３平方メートル  

 建築面積  １，６０３．１６平方メートル  

 延べ面積  ６，４１１．７４平方メートル  

（主な諸室）  

普通教室、特別教室（理科教室、音楽教室、調理教

室、コンピュータ教室、図書室）、管理諸室、多目的ス

ペース、プール 

 武道場改築工事  

  鉄骨造り 平屋建て １棟  

  建築面積  １７２．４１平方メートル  

  延べ面積  １５８．４５平方メートル  

 体育館耐震補強工事  

  鉄筋コンクリート造り(一部鉄骨造り) ２階建て １棟

  延べ面積  １，０７９平方メートル  

  主な工法  鉄骨屋根補強  

既存校舎等解体工事（北西棟、南棟等）  

既存校舎改修工事（北東棟、東棟等）  

 屋外付帯工事（グラウンド整備、外構等）  

 

 



議 123 

議案第１２３号  

   工事請負契約について  

 塚口中学校北西棟改築等工事のうち電気設備工事請負契約を次のとお

り締結するため、議決を求める。  

  平成２５年９月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  塚口中学校北西棟改築等工事のうち電気設備工事請

負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市富松町４丁目３１番１号  

         工事概要 電気設備工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  ２０１，６００，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市東向島西之町８番地  

          菱星システム株式会社  

           代表取締役 本 越 伸 行  

 

 

 

（説 明）  

 塚口中学校北西棟改築等工事のうち電気設備工事を施行するため、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により、本案を提出する。  



議 123-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

電 気  

電気設備工事  

  受変電設備工事               一式  

  幹線設備工事                一式  

  動力・電灯設備工事             一式  

  弱電設備工事                一式  

  太陽光発電設備工事             一式  

  体育館耐震補強工事に係る電気設備工事    一式  

  既存校舎改修工事に係る電気設備工事     一式  

  屋外電気設備工事              一式  

 

 

 

 

 



議 124 

議案第１２４号  

   工事請負契約について  

 塚口中学校北西棟改築等工事のうち機械設備工事請負契約を次のとお

り締結するため、議決を求める。  

  平成２５年９月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  塚口中学校北西棟改築等工事のうち機械設備工事請

負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市富松町４丁目３１番１号  

         工事概要 機械設備工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  ２４１，５００，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市西本町２丁目５番地  

          株式会社竹内工業所  

           代表取締役 竹 内 英 正  

 

 

 

（説 明）  

 塚口中学校北西棟改築等工事のうち機械設備工事を施行するため、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により、本案を提出する。  



議 124-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

機 械  

機械設備工事 

  空調設備工事                一式 

  換気設備工事                一式 

  衛生器具設備工事              一式 

  給水設備工事                一式 

  排水設備工事                一式 

  給湯設備工事                一式 

  消火設備工事                一式 

 



議 125 

議案第１２５号  

   工事請負契約について  

 園田中学校東棟改築等工事請負契約を次のとおり締結するため、議決

を求める。  

  平成２５年９月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  園田中学校東棟改築等工事請負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市食満１丁目１番１号  

         工事概要 東棟改築等工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  １，０４７，９００，０００円  

５ 契約の相手方 神戸市中央区御幸通６丁目１番１５号  

          青木あすなろ・山本共同企業体  

           代表者 青木あすなろ建設株式会社神戸支店  

            支店長 中 島 明 夫  

 

 

 

（説 明）  

  園田中学校東棟改築等工事を施行するため、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、本案

を提出する。  



議 125-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

建 築  

東棟改築工事  

鉄筋コンクリート造り ４階建て １棟  

敷地面積 ２３，７２７．７８平方メートル  

 建築面積  １，３３１．６８平方メートル  

 延べ面積  ４，２４１．７６平方メートル  

（主な諸室）  

普通教室、特別教室（音楽教室、家庭教室、図書室）、

管理諸室、多目的スペース 

 体育館耐震補強工事  

  鉄筋コンクリート造り(一部鉄骨造り) ３階建て １棟

  延べ面積  １，３０８平方メートル  

  主な工法  鉄骨屋根補強  

既存校舎等解体工事（東棟等）  

既存校舎改修工事（西棟、特別教室棟）  

 屋外付帯工事（外構等）  

 

 



議 126 

議案第１２６号  

   工事請負契約について  

 園田中学校東棟改築等工事のうち機械設備工事請負契約を次のとおり

締結するため、議決を求める。  

  平成２５年９月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  園田中学校東棟改築等工事のうち機械設備工事請負

のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市食満１丁目１番１号  

         工事概要 機械設備工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  １５６，９５４，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市稲葉荘３丁目５番１０号  

          株式会社田中水道工業所  

           代表取締役 水 杉  栄  

 

 

 

（説 明）  

 園田中学校東棟改築等工事のうち機械設備工事を施行するため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により、本案を提出する。  



議 126-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

機 械  

機械設備工事 

  空調設備工事                一式 

  換気設備工事                一式 

  衛生器具設備工事              一式 

  給水設備工事                一式 

  排水設備工事                一式 

  給湯設備工事                一式 

  消火設備工事                一式 

 



議 127 

議案第１２７号  

   工事請負契約について  

 小園中学校管理棟等耐震補強工事請負契約を次のとおり締結するため、

議決を求める。  

  平成２５年９月１０日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  小園中学校管理棟等耐震補強工事請負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市小中島２丁目１２番２７号  

         工事概要 管理棟等耐震補強工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  １５４，０３５，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市武庫町３丁目１１番２８号  

          株式会社松善工務店  

           代表取締役 紺 屋 一 弘  

 

 

 

（説 明）  

  小園中学校管理棟等耐震補強工事を施行するため、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、

本案を提出する。  



議 127-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

建 築  

管理棟耐震補強工事  

鉄筋コンクリート造り (一部鉄骨造り ) ４階建て １棟  

 延べ面積  ３，９５５平方メートル  

 主な工法  鉄骨ブレース工法  

南棟耐震補強工事  

鉄筋コンクリート造り ４階建て １棟  

 延べ面積  ２，２３０平方メートル  

 主な工法  鉄骨ブレース工法  

北棟耐震補強工事  

鉄筋コンクリート造り ４階建て １棟  

 延べ面積  １，０８８平方メートル  

 主な工法  鉄骨ブレース工法  

 耐震補強工事に伴う電気設備工事  

     〃    機械設備工事  

 

 

 

 

 





 



議 129 

議案第１２９号 

   法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定について 

 交通事故に係る法律上本市の義務に属する損害賠償の額を次のとおり

決定するため、議決を求める。 

  平成２５年９月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 損害賠償の額 ６，８３２，８３３円 

２ 相 手 方  東京都新宿区西新宿１丁目２６番１号 

          株式会社損害保険ジャパン 

           代表取締役 櫻 田 謙 悟 

３ 事件の概要   平成２４年９月１８日午前１０時５０分頃、市内

東海岸町２２番地先交差点において、本市のじん

かい収集車が右折しようとしたところ、右側から

直進してきた自動車（以下「直進自動車」とい

う。）が、当該じんかい収集車を避けようとして

対向車線に進入し、当該車線で停車していた自動

車（以下「停車自動車」という。）に接触した後、

その弾みで道路の中央分離帯の鉄製の柵（以下

「鉄柵」という。）に接触し、当該直進自動車、

停車自動車及び鉄柵が破損した事故において、当

該直進自動車の所有者が加入する自動車保険の保

険者である相手方が、本市に代わって当該停車自

動車及び鉄柵の修理費に相当する額の全額並びに

当該直進自動車の修理費に相当する額の一部を支

払ったため、保険法（平成２０年法律第５６号）

第２５条第１項の規定等により、これらの所有者

が本市に対して有する損害賠償請求権についてこ

れらの所有者に代位して、本市に対し上記金額の

支払を求めているもの 

 



 

議 129-2 

（説 明） 

  地方自治法第９６条第１項第１３号の規定により、本案を提出する。 







議 131 

議案第１３１号 

平成２４年度尼崎市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分 

について 

平成２４年度尼崎市下水道事業会計に係る未処分利益剰余金を次のと

おり処分するため、議決を求める。 

平成２５年９月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 当年度未処分利益剰余金   ４，１０２，８０５，８７３円 

２ 処     分     額   ２，１０２，８０５，８７３円 

３ 処 分 方 法   建設改良積立金へ積立 

 

 

 

（説 明） 

  未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第３２条第２項

の規定により、本案を提出する。 

 

 

 

 



 



議 132 

議案第１３２号 

平成２４年度尼崎市水道事業会計未処分利益剰余金の処分に 

ついて 

平成２４年度尼崎市水道事業会計に係る未処分利益剰余金を次のとお

り処分するため、議決を求める。 

平成２５年９月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 当年度未処分利益剰余金   １，１５１，４３９，８１８円 

２ 処     分     額   １，１５１，４３９，８１８円 

３ 処 分 方 法   建設改良積立金へ積立 

 

 

 

（説 明） 

  未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第３２条第２項

の規定により、本案を提出する。 

 

 

 

 



 



議 133 

議案第１３３号 

平成２４年度尼崎市工業用水道事業会計未処分利益剰余金の 

処分について 

平成２４年度尼崎市工業用水道事業会計に係る未処分利益剰余金を次

のとおり処分するため、議決を求める。 

平成２５年９月１０日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 当年度未処分利益剰余金   １００，９１４，６７４円 

２ 処     分     額   １００，９１４，６７４円 

３ 処 分 方 法   建設改良積立金へ積立 

 

 

 

（説 明） 

  未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第３２条第２項

の規定により、本案を提出する。 

 

 

 

 


